
今
ま
で
、
介
護
老
人
福
祉
施

設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
U
ム
）

で
は
、
施
設
ご
と
の
基
準
で
入

所
者
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
申

し
込
み
順
で
入
所
を
決
定
す
る

と
い
う
取
り
扱
い
が
一
般
的
で

し
た
。

市
で
は
、
こ
の
仕
組
み
を
あ

ら
た
め
、
優
先
度
の
高
い
入
所

希
望
者
が
よ
り
入
所
し
や
す
い

仕
組
み
に
変
更
す
る
た
め
、
小

平
市
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

指
針
を
策
定
し
ま
し
た
。

優
先
度
に
つ
い
て
は
、
本
人

の
要
介
護
度
や
心
身
の
状
況
、

介
護
者
の
状
況
な
ど
、
申
し
込

み
時
の
資
料
を
も
と
に
点
数
化

し
（
左
表
参
照
）
、
各
施
設
が

設
置
し
た
入
所
検
討
委
員
会
で

審
査
を
行
い
ま
す
。

こ
の
指
針
に
基
づ
く
優
先
入

所
は
、
12
月
以
降
、
準
備
が
整

っ
た
施
設
か
ら
実
施
し
ま
す
。

優
先
度
の
評
価
を
公
平
に
行
う

た
め
、
す
で
に
施
設
へ
入
所
申

し
込
み
を
し
て
い
る
方
も
、
あ

ら
た
め
て
新
様
式
の
申
込
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
者

に
は
、
各
施
設
か
ら
お
知
ら
せ

を
送
付
し
ま
す
。

入
所
申
し
込
み
に
必
要
な
書

類
や
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て

は
、
介
護
保
険
課
ま
た
は
各
特

別
養
護
老
人
ホ
U
ム
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

Ω
入
所
の
対
象
者

要
介
護
１
〜
５
と
認
定
さ
れ

て
い
る
方
で
、
常
時
介
護
を
必

要
と
し
、
在
宅
で
の
介
護
が
困

難
な
方
。

Ω
入
所
の
申
込
み

必
要
書
類
（
入
所
申
込
書
兼

調
査
書
な
ど
）
を
、
直
接
、
特

別
養
護
老
人
ホ
U
ム
に
提
出
。

施
設
か
ら
、
優
先
入
所
の
仕

組
み
な
ど
を
説
明
し
ま
す
。

Ω
優
先
度
評
価

入
所
検
討
委
員
会
は
、
申
込

書
兼
調
査
書
な

ど
を
も
と
に
審

査
し
、
優
先
度

の
高
い
順
に
入

所
選
考
者
名
簿

を
作
成
。

Ω
入
所
者
の
決

定
入
所
選
考
者

名
簿
を
も
と

に
、
申
込
者
の

居
住
地
域
、
男

女
構
成
、
入
所

待
ち
期
間
や
本

人
の
意
向
、
そ

の
他
緊
急
的
に

対
応
す
べ
き
事

柄
な
ど
を
勘
案

し
、
施
設
長
が

入
所
を
決
定
。

問
合
せ

介
護

保
険
課
（
健
康

福
祉
事
務
セ
ン

タ
U
内
）
ò
042

（
３
４
６
）
９

５
１
０

基
本
健
診
の
結
果
を
も
と
に

生
活
習
慣
な
ど
に
つ
い
て
の
個

別
相
談
を
行
い
ま
す
。

と
　
き

10
月
30
日
（
木
）

午
後
１
時
か
ら

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

費
　
用

無
料

担
　
当

医
師
、
保
健
師
、
管

理
栄
養
士
、
健
康
運
動
指
導
士

持
ち
物

健
康
手
帳
、
健
診
結

果申
込
み

10
月
２
日
（
木
）
か

ら
、
健
康
セ
ン
タ
U
へ
（
先
着

順
）
ò
042
（
３
４
６
）３
７
０
０

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

費
　
用

無
料

定
　
員

30
人

内
　
容

運
動
前
の
健
康
チ
ェ

ッ
ク
（
血
圧
測
定
、
体
脂
肪
測

定
）、
講
話
、
運
動
実
技

講
　
師

健
康
運
動
指
導
士

持
ち
物

健
康
手
帳
、
水
分
補

給
用
飲
料
、
タ
オ
ル

※
動
き
や
す
い
服
装
と
運
動
靴

で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み

健
康
セ
ン
タ
U
へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０

す
。
お
い
し
く
し
っ
か
り
食
べ

ら
れ
る
ち
ょ
っ
と
し
た
調
理
の

工
夫
を
お
伝
え
し
ま
す
。

と
　
き

10
月

22
日
（
水
）

午
前
９
時
15
分

〜
11
時
30
分

と
こ
ろ

健
康

セ
ン
タ
U

定
　
員

36
人

内
　
容

管
理

栄
養
士
に
よ
る

講
話
と
調
理
実

習持
ち
物

健
康

手
帳
、
エ
プ
ロ

ン
、
三
角
き
ん
、

ご
飯
茶
わ
ん
、

み
そ
汁
大
さ
じ

２
杯
程
度
（
塩

分
測
定
ご
希
望

の
方
の
み
）

※
就
学
前
の
お

子
さ
ん
を
連
れ

て
の
参
加
は
ご

遠
慮
く
だ
さ

い
。

申
込
み

健
康

セ
ン
タ
U
へ
ò

042
（
３
４
６
）

３
７
０
０

Ω
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
体
操
で
筋
力

ア
ッ
プ

と
　
き

10
月
15
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
45
分

Ω
元
気
に
か
む
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ク
ッ

キ
ン
グ

か
む
、
飲
み
込
む
な
ど
、
口

の
機
能
は
年
齢
と
と
も
に
低
下

し
、
食
生
活
に
も
影
響
し
ま

赤
ち
ゃ
ん
と
の
ス
キ
ン
シ
ッ

プ
を
通
し
て
楽
し
い
親
子
の
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

と
　
き
　
10
月
20
日
（
月
）

午
前
10
時
〜
11
時
30
分
（
受
付

は
午
前
９
時
45
分
か
ら
）

と
こ
ろ
　
健
康
セ
ン
タ
U

評　　価　　項　　目 配点

５

４

３

２

１

２

１

０

５

４

２

２

１

０

３

２

０

５点を
限度

特別な事由とされる例
・在宅生活において、本人と介護者(家族)の関係に問題がある
・介護老人保健施設や病院などに入所中だが、退所後、在宅生活が困難で、転院先が見つからない
・他の介護老人福祉施設に入所しているが、都合により近隣の介護老人福祉施設に入所を希望している

住宅がない、または立ち退きを求められている

住宅が介護上問題がある住宅の状況

※「介護者の有無とその状況」については、複数の項目に該当する場合も５点が上限となります。

介護者の有無と
その状況(※)

痴ほうなどに伴う問題
行動の有無による加算

介護上の問題はない

病気や障害がある

要介護認定第一次判定資料の
第７群に記載された問題行動

介護者の有無

介護者の健康状態

介護を手伝う者の有無

介護者の就労

要介護５

要介護４

要介護３要介護度

要介護２

要介護１

病弱、高齢である

就労、育児、複数介護をしている介護者がいる

手伝う者がいない

問題なし

優先度の評価基準

介護者がいない

「ある」のチェックが６項目以上

「ある」のチェックが１～５項目

「ある」のチェックがない

介
護
の
必
要
の
程
度

介
護
提
供
の
環
境
や
困
難
度

特
別
な
事
由

考
慮
す
べ
き

対
　
象
　
第
一

子
の
お
子
さ
ん

で
生
後
２
か
月

〜
３
か
月
の
乳

児
と
母
親

定
　
員
　
25
組

内
　
容
　
赤
ち

ゃ
ん
と
の
ふ
れ

あ
い
遊
び
、
お

母
さ
ん
の
ヘ
ル

ス
チ
ェ
ッ
ク
ほ

か担
　
当
　
保
健

師
、
助
産
師
、

管
理
栄
養
士

持
ち
物
　
母
子

健
康
手
帳
、
バ

ス
タ
オ
ル
ほ
か

申
込
み
　
健
康
セ
ン
タ
U
へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０

離
乳
食
、
歯
の
健
康
な
ど
に

つ
い
て
話
し
ま
す
。
子
育
て
や

発
育
の
個
別
相
談
も
で
き
ま

す
。

と
　
き

10
月
28
日
（
火
）

午
前
10
時
〜
11
時
15
分
（
受
付

は
９
時
45
分
か
ら
）

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

対
　
象

生
後
７
か
月
〜
８
か

月
の
乳
児
と
そ
の
保
護
者

定
　
員

30
組

担
　
当

管
理
栄
養
士
、
歯
科

衛
生
士
、
保
健
師

持
ち
物

母
子
健
康
手
帳
、
歯

ブ
ラ
シ
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

申
込
み

健
康
セ
ン
タ
U
へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０

子
ど
も
の
食
べ
る
意
欲
を
育

て
る
た
め
の
、
献
立
作
り
や
調

理
の
工
夫
の
ち
ょ
っ
と
し
た
コ

ツ
を
話
し
ま
す
。

と
　
き

10
月
31
日
（
金
）

午
前
10
時
〜
11
時
15
分
（
受
付

は
９
時
45
分
か
ら
）

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

対
　
象

２
歳
〜
２
歳
６
か
月

の
幼
児
と
そ
の
保
護
者

定
　
員

25
組

内
　
容

幼
児
の
食
事
、
歯
の

健
康
、
発
育
な
ど
の
個
別
相
談

担
　
当

管
理
栄
養
士
、
歯
科

衛
生
士
、
保
健
師

持
ち
物

母
子
健
康
手
帳
、
歯

ブ
ラ
シ

申
込
み

健
康
セ
ン
タ
U
へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０
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休日歯科応急診療医

平日準夜応急診療

日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

10月５日(日) 午前9時～午後5時
10月12日(日) 午前9時～午後5時
10月13日(月・祝)
10月19日(日)

※診療受付時間は午後10時15分までです。

日　　程 診 療 時 間 と 　 こ 　 ろ 科目 所　在　地 電 話 番 号

月曜～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

 午後7時30分～
10時30分 

¡小 平市 医師 会
平日準夜応急診療所

内・小 学園東町1－19－12
（健康センター内）

042（346）3706

東京都実施の救急診療の問合せ

相談員受付・24時間
042（521）2323東京消防庁テレホンサービス
03（5272）0303ひまわり情報センター夜間休日診療案内

午前9時～午後5時
10月 5日(日)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
10月12日(日)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
10月13日(月・祝)

午後5時～10時

休日応急診療医休日応急診療医(内科内科・小児科小児科)
※いずれも当番医は変更になる場合があります。
問合せは042（346）3706へ。
小平市ホームページでもご覧になれます。

宮 村 ク リ ニ ッ ク
古 賀 診 療 所
内科外科木ノ上産婦人科
木の花クリニック
エ ム ク リ ニ ッ ク
近 藤 医 院
三 田 医 院

白 井 医 院

　

　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　 　

松 清 医 院
渡 辺 内 科 医 院

天神町1－165
花小金井3－5－40
鈴木町1－2 5 8－2　　　　

042(341)2754
0424(63)8128
042(342)3517

午前9時～午後5時
10月19日(日)

比 留 間 医 院
浮 田 医 院

学園西町2－13－37　カミデビル３階
花小金井南町2－17－12
学園東町1－3－39－2
小川町2－1959－1
花小金井1－29－5
花小金井南町2－13－13　
小川西町3－11－1
花小金井1－9－15
学園西町2－6－10

042(342)5588
0424(61)5611
042(341)0053
042(349)2424
0424(51)6626
0424(67)2162
042(341)0653
0424(61)1636
042(341)0348

矢 野 歯 科 医 院
三 浦 歯 科 医 院

上水南町2－7－35－4
小川町2－1337－1　第一サンローズ１階

042(324)7747
042(347)0150

午前9時～午後5時
午前9時～午後5時

吉 田 歯 科 医 院
神 津 歯 科 医 院

仲町234　ヴァンベ－ル96　102
花小金井1－4－10　信和ビル2階

042(343)3962
0424(67)1164

午後5時～10時

エ

ン

ジ

ョ

イ

運
　
動
　
教
　
室

ヘ

ル

シ

ー

ク
ッ
キ
ン
グ
教
室

離
乳
食
中
期
講
習
会

も

ぐ

も

ぐ

教

室

見

守

り

ネ

ッ

ト

の

調

査

を

実

施

ふ

れ

あ

い

親

子

健

康

教

室

ぴ

よ

ぴ

よ

サ

ロ

ン

新

し

い

入

所

決

定

ま
　
で
　
の
　
流
　
れ

見
守
り
ネ
ッ
ト
（
地
域
高
齢

者
実
態
把
握
事
業
）
と
は
、
民

生
委
員
児
童
委
員
、
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
U
と
市
が
協
力
し

て
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活

を
継
続
で
き
る
よ
う
、
地
域
で

見
守
る
ネ
ッ
ト
ワ
U
ク
作
り
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
次
の
条

件
を
満
た
す
高
齢
者
を
対
象

に
、
10
月
以
降
に
調
査
を
行
い

ま
す
。

対
　
象

市
内
に
お
住
ま
い
の

65
歳
以
上
の
方
で
、
介
護
保
険

制
度
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
方
、
ま
た
は
自
立
支
援

高
齢
者
の
判
定
を
受
け
て
い
な

い
方

問
合
せ

高
齢
者
福
祉
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
９
５

幼

児

食

講

習

会

パ

ク

パ

ク

教

室


